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日本の公共部門における医寮技荷製品及びサービスの謁遠に関す奉措置について

平　成　6　年‘．3　月　2．8日

7クシiン・1げラム実行撞達委員会

第21回アクション・プログラム実行推進委員会決定

我が国政府としてはJ「日本の公共部門における医療技術製品及びサービスの調達に関

する措置」を我が国の自主的措置として別紙のとおり決定する。
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日本の公共部門における医馳ビスの馳こ関する措置

I．一般方針

1．日本の公共部門における医療技術製品及びサービスの調達に関する本措置・（以

下‘「措置」という。）の目的は、内外無差別、透明、公正、競争的かつ開放的な

政府調達手続を確愕することにある。この目的を達成し、日本の公共部門の調達

における競争力ある外国の医療技術製品及び医療技術サービス（以下「医療技術
製品及びサービス」という。）に対する市場アクセス及び販売を相当程度増大さ

せることを意由して、日本国政府（以下「政府」という。）は以下で定める措置
を実施する。

亭・政府は、既存の疎府調達に関する協定の規定を遵守する老務を再確認するとと
もに、1996年1三月1日に発効する予定の新たな政府調達に関する協定に対す
る支持を表明する。新たな政府調達に関する協定が日本国にういて効力を生じる
前は、旛畳は、既存の政府調適に関する協定の要求する事項に加えて実施される

ものであり、また、措置の実施．に当たっては剛窃定との整合性が確保される。新
たな政府調達に関する協定が日本国について効力を生じ年後は、措置は、既存の

及び新たな政府調達に関する協定が要求する事項に加えて実施されるものであり、

また、措置の実施に当たってはこれらの協定との整合性が確保される。（既　存
の協定及び新たな協定を以下併せて「コード」という。）

3．措置は、10万SDR又はコードの基唾額のいずれか低い方の金額以上のすべ
ての下記XIIに定義された医療技術製品及びサービスに関し、附属審1及び2

に掲げる桟関（これらの棍関のすべての病院を含む占以下併せて再読関」という。）
による購入‘、リース、レンタル、割賦その他のすべての契約手段による調達に対
して適用される。

●
II．内国民待遇及び内外無産別
1．措置が適用・される調達に関して、政府は、外国の製品及びサービス並びに外国
の供給者であって外国の製品及びサービスを提供する者に対し、次の待遇よりも

不利でない待遇を与える。
（1）　閻内の製品及びサニビス並びに供給者に与えられる待遇
（2）　当該外国以外の外国の製品及びサービス並びに供給者に与えられる待遇

1

2．措定が適用される調達に関して、政府は、次のような1絞り扱いをしない。
（1）　国内に設立された供給者を当該供給者が有している外闇企業等との関係

（所抑封係を含む。）の程掛こ基づいて、馴可に設立された他の供給者より不利
に取り扱うこと

（2）　圏内に設立された供給者を．、特定の調達にl期し、当該供捨者により供給
される空払晶文はサービスが外闇の製品又はサービスであることに基づき蓑別する
こと
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Il．王．措置の対象となるすべての調達に通用される方針及び手続

1．将来の調達計画

長閑は、措置の対象となる医療技柘製品現びサービスの調達情報（①枝関名及び
その住所、②調達の内容（名称、認量等）こ入札公告の予定時期）を、年度の可能
な限り早い時期に官報七公示することにより、供給者が右計画に対し意見を提出

することを可能とする。官報で公示された調達関連情報については．、第VI葦1．

で定める桜関の窓口において閲覧に供す＿る。ただし、本項の公示以前に入札公告
又は下記5．の意見招請を行っている場合は、本項の情報提供は省略できる。

2．・一般的必要事項
2．1枝関は、医療技術製品又はサービスの調達が必要とならた場合、最大限

可能な限り戟争を促準することを目的として、また様関が取得可能な最も適切な
医療技術製品又はサービスによりその必要を満たすことを確保するために、調達

‾計画を立てるとともに必要に応じ市場調査を行う。
2、2　桜関の予算要求に関して何れの供給者にとって利用可能ときれた情報も、

無差別に利用可能とされる。棍関は、予算軍求ゐ作成及び仕様の作成の削台から、

入札説明書の発行及び契約の落札に至るまでの調達の如何なる段階においても、
当該供給者を他の供給者より優遇することになるような事前情報をいかなる供給
者に対しても与えない。様関は、すべての内外の供給者に対し、すべての入札前

情報に対する平等なアクセスを与えるとともに入札前車活動への参加に平等な鼠
会を提供する。棍関はこ入札前段階で入手した情報を供給者を排除するために用

いない。
2．3　桟関は、調達される医療技術製品及びサービ女の技純、予算、鐘楼、炭
能又はその他の側面にういて話し合われる技術委員・会、緒間グループ、研究会そ

の他同様の会合が設置される場合には、すべての供給者に申し平等に参加するた
めの棍会を与えることを確保する。
2．4　供給者の資格の審査

（1）桜関は、入札手続における供給者の資格箸盃に際し、外国の．供給者の問又

は国内の供給者と外国の供給者との間に差別を設けない。
（2）横間は、入札手続への参加のためのいかなる条件も、供給者が当該入札に

係る契約を履行する能力を有していることを確保するために不可欠なものに限定
する。
（3）・横間は、毎年、資格審査のための招綿を官報に公示する。これにね入札参

加のための客観的かつ特定きれた資格要件が示される。
（4）供給者が資格を有するか否かを決定するにあたり、棍閲はその自己類本瑚

及び国外での営業も考慮する。

（5）横間は、特定の調適の．ために入札公告がなされた後の期間を含め、如何な

るときも供給者が資格を得られる機会を与える．。酎紬有効期間は次の定期幕盃
までの期間とする。但し、定期審査で酎各を得た瘍合には∴酎各は2年又はそれ
以上とする。

（6）楼馴ま、供給者に対して資格詐丑の結果を恕前で通知する。供給者が資格
を得られない場合、機関は当該供給者に対して、資格が無いとした敬由及び酎各
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が得られない旨の通知を受け取ってから7日以内にさらなる説明を要請する資格
がある旨通知する。

2・5　桟関は、‘調達のための調査や設計サービスを請け負った供給者又は書の
関連会社が、当該関与によって兢争上の不公正な利点を享受する場合には、入札

過程に参加する三とを認めない。ただし、措置に定める意見招請手続を採ること
とされている調達の契紬こ当該サービスや〈含まれる場合はこの限りでない。
2・6　桟関は、前の契約を引き続く契鰍ま、措置に定める手続に従う別個の調
達として扱う。措置に定める手続に恕って結ばれた契約における適訳又は更新規
定の通用の結果として結ばれた契抑ま、引き続く契約とはみなされない。
2．7　桜関は、

・（1）措置由適用を避ける目的又は特定の供給者を利する目的で調達計画を準備、

立案してはならない．、
（2）また、第I章で定める基準額未満に契約額を引き下げる目的で調達契約を

分割してはならない。．
2‾．8　機関は、

（1）調達契約の評価をコード及び措置に合致する形で行い、当該調達契約が措

置の対象となるかどうかを判断するに当たってコ「ド及び措置を遵守する。
（2）措置の運用者避けることを目的として、特定の契約額算出方法を採用しな

い。

3．入札手続

3．1窟関は、医療技術製品及びサービスの調達について、最大限可能な限り、
一般競争入札手続を用いる。
3．2　政府は、その様関の入札手続が、
（1）無差別に適用され、

（2）競争を減ずる効果をもたらす形で、特定の供給者に特定の調選に・関する情
報を接供せず、
（3）措置の規定に合致することを椛保する。

1

4．随意契約の制限
4．1横間は随意契約の利用を綿滅する。

4．2　競争的調達が政府調適に係る政策及び慣行め基礎となっていることから、

随意契約は、コードにおいて正当化される例外的な場合にのみ使用され、国内又
は外国の医療技術製品又はサービスの供給者を優遇又は排除するため、或いは措
置の内容、趣旨又は目的に矛盾する態様で用いられない。
4．3　校馴ま、兢争に付したが入札加糾、場合、再度の入札をしたが蕗礼者が
無い場合、又は極めて緊急を要する場合を除き、細碇の対数となる随意契紬こよ

る調達案件につき、契約の少なくとも年0日触こ以下の窮境を甘辛町こ公示する。
（1．）当該調達案件の批婁（調達致黄を含む）
（2）契約予定日
．（3）随意契約としたコード上の瑠油．
（4）随意契約が予定される相手方と協議が問始されている場合には、当該協議
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を開始している者の名称

5．意見招請
5．1　資料提供招請
棍関は、供給者から資料等の提出を求めなければ適切な仕様等を決定することか

国難な案件（80万SDRを超える調達額と見込まれるものに限る。）について
は、急を要する場合及びコードに規定する単一入札（随意契約）に該当する場合

を除き、年度開始又は年度開始商の可能な限り早い時期に次の措置をとるものと
する。

（1）桜関は、予定される調達案件に係・る基本的な要求要件に関する資料その他必
要な情報の提供招請につき官報に公示を行うとともに、供給者の要請に応じその
写しを提供する。

（2）＿官報の公示には、以下の事項を明らかにする。
（イ）調達桜関名及び連絡先

（ロ）調澤の概要（名称、数量及び調達に必要とされる基本的な要求要件）．
（ハ）資料等の提供期限
（ニ）説明会を開催する場合にはその旨の注記

（3）上記（ハ）の提出問隈は、急を要する場合を除き、資料等の提供招請の公示．
の翌日から起算して少なくとも45日以降の日とする。

（4）上記’（2）の公示についての修正又は追加を行う場合、窟閲は即時に資料等
の提供招請に応じた全ての供給者に当該修正又は追加の情報を提供する。当該修
正又は情報が上記（ロ）の調達の概要である場合、供給者が当該修正や情報につ

いて十分検討し、対応ゼきるよう少なくとも30日を提供する。
5．2　仕様書案に対する意見招請

窟関は、（1）改造された製品若しくはサービス又は特別に開発された製品蕾し

／くはサービスの調達、（2）80万SDRを超え＿，る既製品又はサービスの調達、
或いは（3）その他の窟関が自らの判断により意見招請を必要とする調達につき、

コー・ドに規定する単一入札（随意契約）に該当する場合を除き、関心のある供給

者が当該桜閑が作成した仕様宙の案につき意見の提出を行うことができるよう、
次の措定をとるものとする。ただし、急を要する場合においては、具体的習油を
恕見招請の公示に明記して、供給者の如応が可能と認められる範囲で期間を短縮
することができる。この場合、期間短綿を図っても対応できない紫急の事情が量
る場合には、上記の規定に関わらず、下記（イ）－（ニ）ゐ一部又は全部を省略

することができる。ただし、その場合には、入札公告において具体的瑠油を明記
する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，

（イ）機l蓑＝ま、入札広告（公示）の予定日．の少なく．とも45E日揮に、官報に仕様
鮎の案の作成が完了した旨を公示する。また、供給者の射精に応じ、意見招猫の
写しを速やかに送付する。

（ロ）仕様患Fの某の作成が完了した旨の公示においては、以下の事項を明かにす
る。
①調達の内容ぐ名称、致罠）
（丑仕様麗案の入手先
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③意見提出の期限
⑧調達枝関名及び連絡先
⑤仕様事案説明会を開催する場合にはその白峰及び場所

（ハ）’上記③の意見の提出期限は‘、意見招琴の公示の翌日から起算して少なくと
も30日以後の日とする。．

（ニ）桟関は、意見招請の公示において明らかにした仕様番の案が関心のある供
給者からの意見の提出により改菅が必要であると認め、仕様書の案を変更する場

合には、当該調達案件に関心を表明し亘内外の全ての供給者に当該変更の内容を
通知する。‘この場合において、提出期間についてはこ供給者が当該変更の内容や

情熱こついて十分に検討し、対応できるよう入札広告の公示前に十分な期間を澤
供する。

6．技術仕様

6・1枝関は、技術仕様を定めるに当たり、適当な場合には、
（1）デザイン又は形状の特徴よりも性能の観点から具体的に記し、また、
（2）国際規格が存在する場合にはこれに基づくも㊥とし、それ以外の場合には

国内強制規格又は認められた国内任意規格に基づくものとする。
ヽ

6・2　枝関は、性能基準を規定するために卦要最低限の詳細を記した技術仕様

を作成する。桜関は、性能基準に螢須でない特徴は要求しない。
6・3　桜関は公平な方法で仕．様を作成する。横間は外国の供給者を含むいかな
る供給者に対しても障壁を設ける意図をもって、技術仕様を立案こ制定又は通昇一

しない。当該調達が既存システムの代替又は既存システムとの迎接のために行わ
れる場合には、仕様は競争に線審をもたらすように策定されない。
6．4　桜関は、次の場合を除き、調達の仕様作成に直接関与したいかなる供給
者も入札過毒割こ参加することを認めない。

（1）第III輩5．の意見招請に従い供給者が意見を提供する場合であって、
このような参加の結果がいかなる供給者に対しても不公正な競争上の利点とな
らない場合

（2）棍関が仕様の準備又は仕上げの過程を管理し、公正かつ無差別に進め、

また、すべての供給者に情報及び支援の提供につき同等の桟会を与えていろと
いう状況の中で、供給者が楼関に情報若しくは支援を提供する場合
（3）供給者が械閑の要諦に応じて、自らの製品に関する仕様又はデータを提

供する場合であって、すべての供給者に対して∴平等かつ無差別に、参加する

桟会又は製品に関する仕疎若しくはデータを提供する桜会が与え、られる場合
6．5　桟関は、特定の商怨、商号、特許、デザイン蕾しくは型式又は産地若し
くは生産者おしくは供給者を特定せず、当該案件の説明にお午、てこ．れらに言及し
ない。ただし、これらを用いなければ十分に明確な又は理解しやすい当該要件の
説明を行うことができない場合に、その入札説明趨：に′「叉はこれと間等のもの」
というような文言を付すときは、この限りでない。

7．入札公告

7．1桟閲は、特別の窮†肋で無い限り入札期限の少なくとも50E日揮、また如
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何なる場合にも少なくとも40日前に入札公告を行うことにより、あらゆる供給
者に調達に参加す去よう呼びかける。ただし、．コードにおいて認められている場

合には、この限りではない。
7．2　棍関は、すべての入札公告を官報公告後速やかに、第VI章1．で定め

る桜関の窓口で閲覧に供する。
7．3　入札公告は、供給者が当該調達に参加するか否かに関する決定を行うた

め、次の情報を含め、必要かつ十分な情報を含める。
（1）調達案件

（2）入札の評価方法
（3）入札説明書の入手場所‾
（4）入札前説明会が開催される場合にはその日時及び場所

く5）入札書の受領期限及びあて先

7・4　棍関は、入札公告から入札受領期限まで甲問に、公告内容を修正する場
合には、修正した内容を速やかに官報に公示すると共に第Ⅴ工章1．で定める霞

関の窓口で閲覧に供する。

8．入札説明審

8．1横関は、自らの必翠性を供絵者に伝えJ供給者より入札を招澤するため
に、入札説明書を使用する。

8．2　桟関は、平等な桟会が無差別にすべてめ供給者に提供されることを確保

するために公平な方法で、入札説明書’（総合評価方耳を使用する場合には評価基
準を含む。）を作成する。
8．3　桟関は、入札説明書の作成過程において、措置に定める手続に従う場合

を除き、特定の供給者から、当該供給者を他の供給者を優遇することになるよう

ないかなる形の支援も受けない。
8．4　供給者に提供される入札説明番には、供給者が有効な入札を行うために
必要なすべての情報（調達計画の公示において公表すべき情報（入札説明番に対
して支払うべき金額及びその支払条件を除く。）及び次の事項に関する情報を含
む）が記赦される。

（1）入札宙を迭付すづ幸枝関のあて先及び調達費任者の氏名
（2）補足的な情報を要結する場合l±ぉい七その要諦を遜付すべきあて先
（3）入札審及び入札に係る文番の作成に用いる言語
（4）入札番の受領の撮終月嘩及び入札番が受領される期間
（5）闘札に立ち会うことが認められる者並びに闘札の日時及び場所

（6）供綺者に要求される経済上及び技術上の婁件、資金上の保証並びにその他
の惰報又は文彩

（7）婁求される製品又はサ⊥ビス及びこれにI朋‾る酎申こついての完全な説明
（技術仕様、適合性の証明、必婁な設計図、l窒I某及び解説資料を含む。）4

（8）糾し決定に際しての全ての去牲（附腑こ際して証婁庇に応じて掛鯉けさ
れた墳lヨ及びその細項目、＿考慮すべきその他の全ての婁崇。右は輸送封、

′　保険料及び検封を密入札価格を評価する際に含めるう別けの聾崇を含む。）
（9）支払条件
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